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認可外保育施設に入所しているお子様の保育料を一部補助・助成しています。 

幼児教育・保育無償化の制度により補助される「施設等利用費」と、習志野市から助成される「習志野

市民間保育施設入所児童助成金」がありますので、下記をご確認ください。 

 

 

 

 

◆無償化の対象の児童 

年齢区分 補助・助成額（限度額） 対象施設 
申請等の 

種類 

３～５歳児 

クラス 

国より 37,000 円／月 （市内・市外） 

認可外保育施設 

無償化の 

制度に係る請求 

市より 3,000 円／月 

（市内・市外） 

認可外保育施設 
（事業所内保育事業等を含まない） 

（居宅訪問型保育事業を含む） 

助成金の 

申請 

０～２歳児 

クラス 

（非課税世帯） 

国より 42,000 円／月 （市内・市外） 

認可外保育施設 
 

無償化の 

制度に係る請求 
市より  

※令和６年１０月以降は、国の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設のみが

対象となります。 

 

３～５歳児クラスについては、認可外保育施設に支払った保育料が 37,000 円／月以上であれば、 

40,000 円／月を上限にその支払った保育料の額を補助・助成します。また、０～２歳児クラスの非 

課税世帯については 42,000 円／月以上であれば、42,000 円／月を補助します。 

なお、認可外保育施設等の保育料が、37,000 円／月未満（０～２歳児クラスの非課税世帯について 

は、42,000 円／月未満）の場合は支払った保育料の額を補助します。 

 

 

 

 

 

令和５年度 認可外保育施設の保育料の補助・助成について 

認可外保育施設③ 

補助・助成の概要 

詳細は、次のページを 

ご確認ください！ 

市からの助成については、毎年４月時点の待機児童等の状況により、次年度から 

廃止することがあります。（在籍児童については経過措置があります。） 
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❐０～２歳児クラスの住民税非課税世帯（無償化対象） 

❐３～５歳児クラス（無償化対象） 

 施設等利用給付認定（新３号認定または新 2 号認定）を受けている方 ☆３ページを参照 

※施設等利用給付認定を受けていない方は、認定後から補助・助成の対象となりますのでご注意 

ください。 

※転入・転出等の理由で、月途中に認定期間が開始する又は終了する場合の施設等利用費の月限度額 

は次のとおりです。 

  転入や月途中から認定を受けた場合 

37,000 円（新 3 号の場合は 42,000 円）×認定日からの日数÷その月の日数 

  転出等により月途中で認定が取消となる場合 

37,000 円（新 3 号の場合は 42,000 円）×取消日（転出日）の前日までの日数÷その月の日数 

※習志野市民間保育施設入所児童助成金は、対象の認可外保育施設との月極契約により、1 日４時間 

以上かつ月１６日（週４日）以上、入所していることが助成の条件となります。また、転入・転出 

をした場合、転入・転出した月に 16 日以上習志野市に住民票があることが必要となります。 

 

 

 

❐０～２歳児クラスの住民税非課税世帯（無償化対象） 

❐３～５歳児クラス（無償化対象） 

 児童福祉法第 59 条の 2 第 1 項の規定により届出されており、施設所在市区町村の確認を得ている 

施設 

※ただし、令和６年１０月以降は国の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設のみ 

対象。 

 

 

 

❐０～２歳児クラスの住民税非課税世帯（無償化対象） 

認可外保育施設に支払った保育料の額を補助します。ただし、児童 1 人につき月額 42,000 円を上限

とします。 

(例１) 認可外保育施設に支払った保育料が月 80,000 円の場合 

補助額は、42,000 円となります。   

(例２) 認可外保育施設に支払った保育料が月 39,000 円の場合 

補助額は 39,000 円となります。   

※無償化対象経費…利用料(保育料)のみ。食材料費等(給食費等)は除く。 

 

❐３～５歳児クラス（無償化対象） 

認可外保育施設に支払った保育料の額を補助・助成します。ただし、児童 1 人につき月額 40,000 円

を上限とします。 

(例１) 認可外保育施設に支払った保育料が月 80,000 円の場合 

補助・助成額は 40,000 円となります。   

《内訳》 

・無償化の制度により（施設等利用費として）37,000 円を補助 

・80,000 円－37,000 円＝43,000 円ですが、市からの助成額は限度額が適用され、3,000 円となります。 

(例２) 認可外保育施設に支払った保育料が月 39,000 円の場合 

補助・助成額は 39,000 円となります。   

《内訳》 

・無償化の制度により（施設等利用費として）37,000 円を補助 

・39,000 円－37,000 円＝2,000 円となり、市からの助成額は 2,000 円となります。 

１ 補助・助成の対象者 

 

２ 補助・助成の対象施設 

者 

 

３ 補助額・助成額 

者 
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(例３) 新 2 号認定を 4 月 1 日から受けていたが 4 月 26 日に習志野市外へ転出した場合の 4月の補助額 

（認可外保育施設に支払った保育料は月 25,000 円） 

補助額は 25,000 円となります。 

《内訳》 

・無償化の制度により（施設等利用費として）25,000 円を補助 

・転出日が認定取消日になるため、4 月 1 日～4 月 25 日の日数で日割り計算を行います。 

（37,000 円×25 日÷30 日＝30833.33… 十円未満切り捨てとなり、4 月の限度額は 30,830 円） 

・認可外保育施設に支払った保育料が、4 月の限度額を下回っているため、補助額は 25,000 円となります。 

※無償化対象経費…利用料(保育料)のみ。食材料費等(給食費等)は除く。 

 

 

 

○就労（月６４時間以上の就労を常態としている） 

 ※育児休業から復帰される方は、下記を参考にしてください。 

⇒月の 1～10 日までに復帰する場合：前月分より補助・助成対象 

⇒月の 11～31 日に復帰する場合：当月分より補助・助成対象 

○出産の前後（出産日又は出産予定日の 2 か月前 から 出産日から 57 日目の月末 まで） 

○疾病又は障がい 

※障害者手帳には等級に制限があります。 

○親族の介護・看護（別居親族の場合は、月 64 時間以上の介護・看護をしていること） 

 ※障害者手帳には等級に制限があります。 

○被災家庭 

○求職活動中（求職活動による認定日から 2 か月を迎える月末まで） 

※助成金については、月単位での認定となります。 

○就学（月 64 時間以上を満たしていること） 

○育児休業継続 

※上のお子様の発達上環境を変えることが好ましくないことから、下のお子様の育児休業を取得 

する前から入所しており、育児休業を取得した後も継続して通う場合のみの対象となります。 

 

 

 

必要書類をご用意いただき、下記のとおり請求・申請してください。 

 

提出先：習志野市こども保育課 

請求・申請方法：窓口または郵送 

※ご提出後に書類が不足していた場合は、こども保育課から直接保護者の方へご連絡いたします。

４ 施設等利用給付認定の認定要件（認定は遡りで申請不可） 

 

５ 請求・申請のお手続きの流れ 
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補助・助成対象 

となる保育料 
４月分～６月分 ７月分～９月分 10月分～12月分 １月分～３月分 

請求・申請期間 
７月 1 日 

～７月３１日 

10 月２日 

～10 月３１日 

1 月 4 日 

～1 月３１日 

3 月 1１日 

～３月３１日 

 

  

 

❐０～２歳児クラスの住民税非課税世帯（無償化対象） 

※施設等利用費請求書（償還払い用）と委任状については、エクセル形式またはワード形式の様式を市ホー

ムページからダウンロードできます。 

※施設等利用費請求書（償還払い用）については、記載内容が重複する部分をコピーで代用することが可能

です。 

 

❐３～５歳児クラス（無償化対象） 

※施設等利用費請求書（償還払い用）、習志野市民間保育施設入所児童助成金交付申請書、委任状について

は、エクセル形式またはワード形式の様式を市ホームページからダウンロードできます。 

※施設等利用費請求書（償還払い用）と習志野市民間保育施設入所児童助成金交付申請書については、記載

内容が重複する部分をコピーで代用することが可能です。 

 

請求時の注意点 

※施設等利用給付認定を受けていることが必須となります。現在受けている認定内容に変更が生じた場

合には、「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届」とその他変更後の書類をこども保育

課まで提出してください。 

※施設等利用費請求書のお振込み口座は、原則、認定保護者の口座となります。認定保護者とは別の方

の名義をお振込み口座としたい場合等は、認定保護者からの委任状が必要となりますので、ご注意く

ださい。 

※一時保育等で認可外保育施設をご利用されている場合は、「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼

提供証明書発行依頼書」にご記入の上、ご利用の施設に提出し、特定子ども・子育て支援提供証明書

兼領収証を発行してもらってください。 

※申請書等に記入する際は、消えるボールペンを使用しないでください。 

必要な書類 

１ 施設等利用費請求書（償還払い用）  ※無償化補助金分の請求書 

２ 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証  ※施設が発行したもの 

３ 委任状（振込口座の名義人と認定保護者が異なる場合のみ） 

必要な書類 

１ 施設等利用費請求書（償還払い用）  ※無償化補助金分の請求書 

２ 

習志野市民間保育施設入所児童助成金交付申請書（無償化対象者用） 

※認可外保育施設に支払った月額利用料が 37,000 円を越える月がある場合のみ、こちらをご提出

ください。 

３ 特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収証  ※施設が発行したもの 

４ 委任状（振込口座の名義人と認定保護者が異なる場合のみ） 

７ 請求・申請に必要な書類 

６ 請求・申請期間 

問い合わせ：習志野市役所 こども保育課 電話 047－453－5511 


